
◆令和７年４月１日現在　　　

※水道事業に係る担当のみ表記しています。

維持担当

浄水担当
浄水課

水質担当

技術管理者（浄水課長兼務）

企業出納員（上下水道総務課長兼務）

機構図（上水道事業）

上下水道総務課水道事業管理者の権限を行う

市　　長

給水担当

計画担当

　水道担当

上下水道営業課

上下水道部長　 水道管理課


